
2次交通委員会 H30年度計画案

*Uber導入に向けた研究調整

*企業のふるさと納税による、周遊バスや水陸両用車の展開

*ミニカー車両のイベントやレンタル研究調整

ミニカー：道路交通法施行規則 別表第二（第十九条関係）
総排気量については〇・〇五〇リットル以下、
定格出力については〇・六〇キロワット以下の原動機を有する普通自動車

*わくわく号の拡充

*宿の送迎バスの効率化の研究
（案として）温泉地ごとのシェアバス等でのコスト削減。

*駅レンタカーの利活用
（案として）来訪客への事前の情報提供により、JRとセット割引を推進。



2次交通を整備していく本来の目的は・・・

みなかみ町でおもてなしする人の
温かみをお伝えすること。

そのための手段として拡充を図ります。
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